
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員

等
の
退
職
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
等
の
政
令
　
抄

内
閣
は
、
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
百
十
七
号
）
附
則
第
三
項
及
び
附
則
第
四
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
附
則
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条
　
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
に
規
定
す
る
休
職
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
法
の
施
行

の
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
者
（
同
項
に
規
定
す
る
引
き
続
き
施
行
日

に
お
い
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
に
規
定
す
る
者

二
　
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
改
正
前

の
退
職
手
当
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
の
準
備
等
の
た
め

に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
、
日
本
万
国
博

覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六

条
第
一
項
及
び
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
大
会
の
準
備
等
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
庫
等
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

三
　
地
方
公
務
員

（
法
附
則
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条
　
法
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
に
基
づ
き
、
又
は
当
該
国
際
機
関
等
（
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
要
請
に
応
じ
、
国
際
機
関
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
（
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
前
の
期
間
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
法
附
則
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
三
条
　
法
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
に
基
づ
き
、
又
は
当
該
国
際
機
関
等
の
要
請
に
応
じ
、
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
以
後
国
際
機
関
等
の
業

務
に
従
事
す
る
た
め
の
退
職
（
退
職
手
当
法
第
四
条
（
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
の
う
ち
そ
の
者
の

都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
係
る
退
職
手
当
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

に
係
る
退
職
を
除
く
。
）
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
退
職
手
当
の
額
の
計
算
）

第
四
条
　
前
条
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
の
施
行
の
日
以
後
の
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、

同
条
に
規
定
す
る
退
職
を
し
て
国
際
機
関
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
、
こ
れ
ら
の
者
を
国
家
公
務
員
等
退

職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
退
職
手
当
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職

員
と
み
な
し
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
七
日
政
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」

と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
六
条
、
第
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
九
条
の
三
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
昭

和
四
十
七
年
十
二
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、

適
用
日
前
の
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
五
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


